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日本薬剤師会

調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者から質問されて困ったこと，医師に疑義照会したがいまひとつ納得できな

いこと，ありませんか? 皆さんの疑問に各分野の専門家がお答えいたします

ご質問をお寄せください 要項は56頁にあります なお，回答は本品に掲載することによってのみ行います 言語やFAXに

よる回答はこ4容赦くたさい また，特殊なケーλの質問は採用されないこともありますので.こ了承くたさい

ジェネリツク医薬品への変更調剤について質問が

あります。含量規格が異なるジェネリツク医薬品

へ変更する場合と，類似する別剤形のジェネリック医薬

品へ変更する場合には， ①患者の同意があることと， ②

変更後の薬剤料が同額以下であることという条件を満た

していれば，処方医へ照会せずに変更することができま

すが，次のような変更調剤において，変更後の薬剤料が

高くなるような場合は，患者の同意が得られたとしても

処方医への照会は必要なのでしょうか。 (匿名希望)

処方されたジェネリツク医薬品を別銘柄のジェネリツ

ク医薬品に変更調剤する場合

(変更前)0002mg錠 fA社Jx 1錠

一般名1 ~ 
(変更後)0002mg錠 fS社Jx 1錠

」ー←ー「ー〕

一般名

同ーの合量規格および同一剤形の後発医薬品(以

下， ジ.ェネリック医薬品)への変更ですので，患

者の同立が得られていれば，処方l長へ疑義照会すること

なく変更調剤は可能です。

ジェネリック医薬品へ変更可能な処方せんに基づいて，

処方せんに記il夜されている医薬品をジ、ェネ リック医薬品

へ変更調剤する場合(処方せんに記載されているジェネ

リック医薬品を，別名称jのジ、エネリック医薬品に変更調

斉IJする場合を合む)には，患者の同意が得られれば.処

1i民へ疑義照会することなく，当該薬局が備蓄している
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ジェネリック医薬品に変更して調剤することができます。

ただし薬局によっては，処方せんに記載された医薬

品とl吋ーの合量規格もしくは!日j一斉IJ形のジェネリック医

薬品を備蓄していない場合もあるため.薬局における医

薬品の備蓄に係る負担軽減の観点から， 2010年4月1R

より，合量規格が異なるジェネリック医薬品または類似

する別斉IJ形のジェネリック医薬品に変更することが認め

られています。ただしその際の条件としては， ①患者

のl，iJfi:を得ていることと ②変更後の薬剤科が変史前と

比較してIfiJ額以下であることが必要です。

しかしここで求められている条件は， f含最規格が異

なるジェネリック医薬品」または「類似する別剤形のジェ

ネリック医薬品」へ金更調剤する場合に限られているも

のです(表 1，下線部)。忠者の同意が必要であることは

いずれの場合にも共通していますが.同ーの合量規格ま

たは同一剤形のジェネリック医薬品への変更調剤につい

ては，従;.jとからの取り扱いどおり，変更前後の薬剤料の

差の有無は問われていません。すなわち，そのような場

表1 ジェネリック医薬品への変更調剤について

第3 変!1.!:制~Jを行う際の留意点について

4 合註.IiI!格がwなる後発医薬品χは煩似する別剤形の後量医
薬品への変更調mは.変'.I!翻~J後の薬剤料が変更前のもの
と比較して同領以ドであるものに限り.対象となるもので
あること。

また.合量規絡が拠なる後発医薬品又は査員似する別ijlJ形
の後允医薬品への変更調布lは 規格又は斉IJ形の追いにより
効能・効果やJH 法 ・ 月l 量が~~なる場合には対象外とするも
のであること。

厚生労働r;保険1"， 1医療謀長júj~1I 処)jせんに記載された阪薬品の後発以来品への

変!Jiについて (2012年3月5H. f~医発0305 第 12 り ) より抜粋



表2 疑義照会に関する処方せんへの記載について

第5 処hせんの記載上のil:意事項

]-7 (略〉

8 r備考J欄について

( 1 ) 保険薬川が調剤lを行うに当たっ てWt志すべき事項等を，k~ il置すること 。
(2)麻薬を処方する場合には.麻薬取締法第27条に規定するが瓜のうち， 忠z，-の住所放び麻薬
施N].ftの免許訓:の番号をぷ;I~する こと 。

(3)長WIの旅行等特殊の事情がある場合において 必要があると認め. 必要最小|決の範聞にお
いて，投薬i立がl阿 ]4十|分を限度とされる内服薬及び外!日楽であって 1411を越えて投与し
た場合は.その煙此lを記載すること。

(4)未就学.ffである忠.r;.の場合は i6員長」と.内紛受給-/!i.又は後JgJjCIj齢お医療受給対象.(j-であっ
て一般・低所得者の忠.ffの場介は 「向ー」 と I'.:~飴受給者又は後j制高齢 -(';-医療受給対象-tで
あって7;IIIJ給付の患.(fの場合は 「高7Jと記載すること。

(5)(附〉

9その他

薬剤r.lliは 調剤lしたときは.その処)iせんに以 Fの事項を記載すること。

(1) - (3) (出向〉

(4)その他次の事項を「備考j欄又は [処方J欄に記入すること。

ア 処)iせんを交付した医師えは歯科医師の|司蕊を得て処}jせんに記載されたl笈柴仏を変更
して調剤した場合には.その変更内容

イ 医師又は的科灰仰に!照会を行った場介は.そのIr11答の内符

阿佐干?保険I.，JIX療課長iUi知 診療報酬請求}r-~~の記載。比 ~i;~について 0976年 8 )j 7 1 1.保険1Hì82'~- ) より抜粋

合には，処方医への疑義照会は不要です。

処方医へ疑義照会を行った場合，処方せんの処方

欄の「以下，余白」となった部分に，薬剤師がコ

メントを記入することは認められているのでしょうか。

(埼玉県匿名希望)

処方せんの 「備考」欄または 「処)jJ欄に記入する

ことになっています。

薬剤師が処方医へ疑義照会を行った場合には，処方変

更が行われたか併かに関係なく，その問答内谷などを処

方せんに記入することが義務づけられており(薬剤師法

施行規則第 15条)，保険処方せん (健康保険法)について

は，その内容を 「備考」欄または 「処)jJ欄に記入するこ

とになっています(表2，9の (4))。

|刻係通知ではrr備考』欄又は 『処)jj欄に記入するこ

と」とされていることから考えると ，r備考」榊lよりも 「処

方J欄への記入を積極的に求めているものではないように

も推測できますが，r備考」欄については. ①保険薬局が

調剤を行うに当たって留意すべき事項等.②忠者の住所

および麻薬施用者の免許祉番号 (麻薬を処}jする場合)， 

③投薬品ーの上限がI回14LI分のlぎ薬品を 15H分以上投

与した場合の理由， ④未就学者の患者や高齢者の負判区

分一ーなどの内容が，処方せんを交付した保険l実療機関

において記載されることになっています (表2，8の(1)-

(4))。

そのため.ケースによ っては，スペースの都合上 「備

考J欄に記入できないこともあり得ますので，そのような

場合などに， r処方」欄をi古川して記入することはまった

く問題ありません。記入する内容やわかりやすさなどに

応じて，ケースごとに適'IHlJ断してください。

なお. どちらの櫛lに記入する場合であっても，その記

入が誰により行われたものであるかがわかるようにして

おくことが肝要です。

ジェネリツク医薬品へ変更可能な処方せんに基つ

いて，処方せんに記載された医薬品をジェネリッ

ク医薬品に変更調剤した場合や，一般名処方で記載され

た医薬品をジェネリック医薬品に変更調剤した場合に

は，その内容を処方せんの「処方」欄または「備考」欄に

記入しなければならないのでしょうか。 (匿名希望)
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特に記入することは求められていません。

ジ、エネリック 医薬品へ変更可能な処}Jせんは.記

載された医薬品をそれに該当するジ‘ェネリ ック医薬品に

変更調剤して差 し支えないということを，処方せんの交

付|時点であらかじめ指示しているものです。

一方. 1処方せんの記載上の往意事項J(1診療報酬請求

書等の記載要領等についてJ.1976年8月7日，保険発第

82号)では. 1医師又は歯科医師の同意を得て処方せんに

記載された医薬品を変更して調剤した場合jには，薬剤

師に対しその変更内符を 「処)JJ欄または 「備考」欄に

記入することを求めています (表2.9の (4)のア)。

しかしここで記入が求められている内符とは，疑義

照会によ って処方変更が行われた場合のことを意味して

います。 ジ、エネリ ック医薬品へ変更可能な処方せんに基

づいてジ、ェ ネリ ック医薬品に変更調剤した場合について

は，これに該当 しないものと解釈して差 し支えありませ

ん(実際に調剤した医薬品名は，調斉IJ録に記入すること

が規定されています)。

ただ，処方せんに記載された医薬品をどのジ、ェネリ ッ

ク医薬品に変更調剤したのかという情報については，で

きるだけすみやかに把握できるようにしておくことも大

事ですので，薬歴を活用することなども Iつの方法でしょ

つ。

質問の募集
調剤をしていて疑問に思ったこと，医師または患者に聞かれて困ったこと，医師に疑義

照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんか? 皆さんの疑
問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集」要項
1.質問の純聞

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

たとえば.処方医に疑義照会すべきかどうか迷っている笑例や疑

義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる実例で，専門家

の意見が知りたい，という場合など。

②保険調剤・調剤l報酬などに関する質問

たとえば，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか? 請求

もれがあった場合の対応は ?という質問など。

③調剤j技術などに|刻する質問

たとえば.A散と B末を配合しでもよいか? また.c錠を粉砕

してよいか? という調剤技術上の質問など。

2. 質問は文書で円本薬剤師会 『調剤と情報J係まで，ご連絡くだ
さい。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内容をおl湖
きしないと回答できないこともありますので，住所.氏名，電
話番号を必ず明記ください。

4. 質問の採否ならびに回答者の選択は.編集委員会で決めさせて
いただきます。

5. 質問ならびに回答は無料です。

6. 質問が採川された方には. じほうから図書カードが贈呈され

ます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも 『調剤と情報j誌への掲載を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答えできません。ご了承
ください。また，回答は本誌面によってのみ行L、ます。電話や77'クシミリによる回答はご容赦くださし、。

E主A)干160-8389 東京都新宿区四谷 3-3-1富士 ・国保連ビル日本薬剤師会「調剤と情報J事務局

TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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